
 

茅ヶ崎市防災会議 第２回専門委員会議 

 

日時：平成２９年４月１９日（水）１４時３０分から１６時３０分まで 

場所：茅ヶ崎市役所本庁舎４階 会議室２ 

 

次 第 

 
１ 開会 

 
 
２ 議題 
（１）茅ヶ崎市防災会議 第 1 回専門委員会議の意見要旨について 

 
 
（２）輻射熱シミュレーションの方法について 
   １ 風速について 
   ２ 樹林帯の遮蔽効果について 
   ３ 輻射熱シミュレーションモデルの比較について 
   ４ 避難場所利用可能率について 

 
 
（３）輻射熱シミュレーション結果（安全性の確認）について 

 １ 公有地について 

   ２ 民有地について 

 
 
（４）その他 

 
 
３ 閉会 
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（１）茅ヶ崎市防災会議 第 1 回専門委員会議の意見要旨について 

議題 委員会の主な意見 事務局の対応 

(1)専門委員会

議スケジュー

ルについて 

〇第 4 回会議で、意見公募資料とあるが、パブ

コメを行うのか。 

・説明会のような手順を想

定しています。 

(2)現行の広域

避難場所につ

いて 

 

〇現行の広域避難場所で不足はないのか。 

〇地域防災計画は神奈川県大震火災避難対策計

画にもとづき、市街地火災から 300ｍ離れてい

れば問題ないということを出発点にしている

が、今回は、真面目に計算して安全面積を求め

ていくことですね。 

・現行の計画は昭和 50 年代

に策定したものであるた

め、今回全面的に見直しを

行うことにしている。 

(3)避難ゾーニ

ングについて 

 

〇市役所北側の事業所が集中している区域は、

夜間人口はゼロに近いが、昼間人口は多いため、

地区割指定されている現行の広域避難場所が、

定員を超える恐れがある。 

〇大規模延焼火災の恐れが低い区域について

は、避難場所を割り当てる必要性はないと思わ

れる。 

・市役所北側の事業所が、

集中している区域は、大規

模延焼火災の恐れが低い区

域としてゾーン区分の検討

を行う。 

(4)広域避難場

所候補地につ

いて 

〇広域避難場所候補地についての資料説明を行

った。 

 

(5)安全性の検

証方法につい

て 

 

〇避難有効面積の考え方について 

・準安全面積は、風向きによっては、移動すれ

ば利用できるので、１方向（準安全面積の 1/4）

は、避難有効面積として使用できるものと考え

て良いのでは。 

・避難有効面積は、安全面

積に準安全面積の１/４を

加えたものとする。 

 

 

〇風速について 

・風速 8m/s がどの位置にあるのか、頻度分布を

見てみたい。 

・本資料の(2)で説明を加え

た。 

〇樹林の遮蔽モデルについて 

・遮蔽モデルは、どのようなものか。 

・樹林は、奥行があると輻射熱の遮蔽効果は期

待できるが、火災区域に近いと、発火する可能

性がある。 

・本資料の(3)で説明を加え

た。 
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（２）輻射熱シミュレーションの方法について 

1 風速について 

神奈川県大震火災避難対策計画では、「火災の延焼速度及び延焼範囲に最も大きな影響を与える

ものが風速であり、地域的には風向きも問題になる。」としている。このため、風速・風向につい

て、以下のように考えた。 

 

①海岸部の風速の検討 

1)風速特性 

 辻堂観測所は相模湾岸にあることから相模湾に面している広域避難場所の風速データは、辻堂

観測所の値を使用することにした。 

辻堂観測所の過去５年間の日最大風速の風向を調べた結果、図 1.1 に見られるように一年を通

じて、日最大風速の風向は、北風か南風に限られた風向特性を持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 辻堂観測所年間風向特性 

▲２０１１年                      ▲２０１２年 

▲２０１３年                      ▲２０１４年 

▲２０１５年 

 ●
辻堂観測所 
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2)輻射熱シミュレーションに用いる風速 

図 1.2 に示すように、相模湾に面した広域避難場所は、南側に市街地がないため、南風による、

輻射熱影響を受けない。このことから、相模湾に面する広域避難場所の輻射熱シミュレーション

に用いる風速は、表 1.1 に示す８m/s を用いることにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 相模湾に面する広域避難場所の風向と輻射熱の関係 

 
表 1.1 辻堂観測所の日最大風速の超過確率    

  全年 南風を除く 

年 平均値 標準偏差 平均値 平均値 標準偏差 平均値 

  σ ＋２σ※ σ ＋２σ※ 

2011 6.2 2.6 11.4 5.0 1.2 7.4 

2012 6.1 2.7 11.5 5.2 1.2 7.6 

2013 6.5 2.6 11.7 2.4 1.5 5.4 

2014 6.4 2.5 11.4 2.3 1.5 5.3 

2015 6.2 2.5 11.2 5.0 1.1 7.2 

2016 6.0 2.6 11.2 5.1 1.3 7.7 

平均     11.4     6.8 

 

 

※平均値＋２σは、資料が標準正規分布に従う確率変数であると仮定すると、この範囲に入る確

率が 95%となる（≒超過確率 5%） 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 正規分布と標準偏差 

≒12m/s                ≒8m/s 

(単位:m/s) 

広域避難場所 相模湾

北風

輻射熱
延焼火災 

広域避難場所 相模湾 

南風 延焼火災 

 北風が吹いた場合 

 南風が吹いた場合 

茅ヶ崎市 

相模湾 

相模湾に面した広域避難場所 

 ●
辻堂観測所 
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図 1.4 年間時刻平均風速（辻堂観測所） -その１ 

※時刻平均風速：観測時刻の前 10分間観測値の平均値 

風速 8m/s 

１月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

2011 年

風速 8m/s 

１月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

2012 年

風速 8m/s 

１月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

2013 年

相模湾に面する広域避難場所は、南風による輻射熱の影響を受けない 
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図 1.5 年間時刻平均風速（辻堂観測所）-その２ 

※時刻平均風速：観測時刻の前 10分間観測値の平均値 

 

相模湾に面する広域避難場所は、南風による輻射熱の影響を受けない 

2014 年

2016 年

風速 8m/s 

１月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

2015 年

風速 8m/s 

１月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

風速 8m/s 

１月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 
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②内陸部の風速の検討 

1)風速の検討に使用する観測所について 

 内陸部の風速を検討するにあたり、茅ヶ崎市内の消防観測所と海に面している気象庁辻堂観測

所を、観測データ（時刻風速データ）により相関関係を分析した。 

 図 1.6 より、辻堂観測所と茅ヶ崎市観測所との相関関係をみると、辻堂観測所の風速は、いず

れの観測所とも大きなバラツキが有り、相関関係はあまりよくないことが分かる。つまり、海岸

部と内陸部では、風速に違いがある。したがって、内陸部の輻射熱シミュレーションに用いる風

速は、辻堂観測所を除いた茅ヶ崎市内の７観測所から設定することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.6 辻堂観測所と消防署観測所の相関 

●辻堂観測所 

▲観測所位置図               ▲茅ヶ崎市消防本部-辻堂 

▲茅ヶ崎市消防署-辻堂   ▲小和田出張所-辻堂      ▲小出出張所-辻堂 

▲鶴嶺出張所-辻堂      ▲松林出張所-辻堂       ▲海岸出張所-辻堂 

相関係数：0.66 

相関係数：0.84 相関係数：0.73 

相関係数：0.68 相関係数：0.70 相関係数：0.80 

相関係数：0.74 
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2)茅ヶ崎消防観測所位置と観測状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.7 観測所位置 

 

表 1.2 風速観測状況 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 茅ヶ崎市消

防本部 

     2/1-12/31 1/1- 

2 茅ヶ崎市消

防署 

1/1-12/31 1/1-12/31 1/1-12/31 1/1-12/31 1/1-12/31 1/1-1/31 

2/7-12/31

1/1- 

3 小和田出張

所 

     2/1-12/31 1/1- 

4 小出出張所      2/1-12/31 1/1- 

5 鶴嶺出張所      2/1-12/31 1/1- 

6 松林出張所      2/1-12/31 1/1- 

7 海岸出張所      2/1-12/31 1/1- 
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3)風速解析 

 表 1.3 に示す結果から、長い観測記録がある茅ヶ崎市消防署の過去 6年間の”平均値＋２σ“の平均

値を見るとは風速 8m/s となる。他の観測所は、2016 年だけの観測であるが、8m/s を下回っており、8m/s は代表

性があると言える。 

したがって、内陸部にある広域避難場所の輻射熱シミュレーションに用いる風速は、8m/s を採用こと

にする。 

 
表 1.3 風速解析結果 

 

観測所 年 

全年 南風を除く 

平均値 標準偏差 平均値 平均値 標準偏差 平均値 

σ ＋２σ※ σ ＋２σ※

茅ヶ崎市消防署 2011 4.9 1.8 8.5 4.2 1.2 6.6 

2012 4.7 1.7 8.1 4.2 1.2 6.6 

2013 4.9 1.7 8.3 4.4 1.3 7.0 

2014 4.8 1.6 8.0 4.3 1.3 6.9 

2015 4.6 1.5 7.6 4.2 1.2 6.6 

2016 4.6 1.7 8.0 4.3 1.4 7.1 

平均   8.1   6.8 

茅ヶ崎市消防本部 2016 3.6 1.2 6.0 3.5 1.1 5.7 

小和田出張所 2016 3.6 1.2 6.0 3.6 1.0 5.6 

小出出張所 2016 3.7 1.6 6.9 2.9 0.9 4.7 

鶴嶺出張所 2016 3.9 1.3 6.5 4.0 1.2 6.4 

松林出張所 2016 2.9 1.2 5.3 2.3 0.9 4.1 

海岸出張所 2016 3.6 1.3 6.2 3.4 1.1 5.6 

平均        

 

注）茅ヶ崎市消防署の 2016 年は、2/1～2/6 は、欠測扱い。 

茅ヶ崎市消防署以外は、観測を 2016 年 2/1 から開始したため、2016 年 2/1～2017 年 1/31 のデー

タを使用。 

 

※平均値＋２σは、資料が標準正規分布に従う確率変数であると仮定すると、この範囲に入る確

率が 95%となる（≒超過確率 5%） 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 正規分布と標準偏差 

 

≒８m/s   
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4)年間時刻平均風速の状況 

1 茅ヶ崎市消防本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 茅ヶ崎市消防署 

 

 

 

2016 

 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 １月 

2011 

 １月 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

----風速 8m/s 

図 1.8 年間時刻平均風速（その１） 

※時刻平均風速：観測時刻の前 10分間観測値の平均値 
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2013 

 １月 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

2012 

 １月 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

----風速 8m/s 

図 1.9 年間時刻平均風速（その２） 

※時刻平均風速：観測時刻の前 10分間観測値の平均値 
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2015 

 １月 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

2014 

図 1.10 年間時刻平均風速（その３） 

※時刻平均風速：観測時刻の前 10分間観測値の平均値 
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3 小和田出張所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月  12月  １月

2016 

2016 

 １月 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10 月  11 月  12 月 

----風速 8m/s 

図 1.11 年間時刻平均風速（その４） 

※時刻平均風速：観測時刻の前 10分間観測値の平均値 

 



 茅ヶ崎市防災会議 第２回専門委員会議 資料 

- 13 - 

4 小出出張所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 鶴嶺出張所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月  12月  １月

2016 

 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月  12月  １月

2016 

----風速 8m/s 

図 1.12 年間時刻平均風速（その５） 

※時刻平均風速：観測時刻の前 10分間観測値の平均値 
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6 松林出張所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 海岸出張所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月  12月  １月

 ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月  12月  １月

2016 

2016 

----風速 8m/s 

図 1.13 年間時刻平均風速（その６） 

※時刻平均風速：観測時刻の前 10分間観測値の平均値 
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２ 樹林帯の遮蔽効果について 

①樹林の遮蔽モデル 

樹林の遮蔽効果は樹高と透過率から算定する。 

〇樹林幅 1m 当たりの透過率は：常緑率 100％の 1m 当たりの透過率は 0.88（東京都で避難場所

内の樹林の遮蔽効果検討のために行った現地サンプル調査結果）を使用する。 

 

〇樹林幅ｄ(m)当たりの透過率：樹林幅ｄ(m)当たりの透過率は、樹林幅 d の関数で表され、 

常緑率 100％の樹林幅ｄ(m)当たりの透過率＝（1m当たりの透過率）ｄ ＝0.88ｄ  --(a) 

となる（論文「樹木の防火機能に関する研究」斎藤、岩河より※１）。 

樹林内の常緑樹の割合を常緑率 g(%)とすると、 

常緑率 g(%)の樹林幅 d当たりの透過率 P＝0.88ｄ×ｇ/100                    ----(b) 

となる。 

 

〇樹林幅ｄ(m)当たりの遮蔽率：樹林高を hj、炎高を H とすると、 

樹林による遮蔽率 S =（１－P）×hj／H                                  ----(c) 

として表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 炎高と樹林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2 樹林帯の幅と輻射熱遮蔽率の関係 

遮蔽率＝１－0.88ｄ 

ｄ：樹林幅 

樹林幅ｄ 

風

想定火災区域 

炎高 H 

樹林高 hj 

輻射熱 
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②遮蔽物がある場合の必要前面距離算定方法 

 必要前面距離とは、人がいても火災からの輻射熱から安全である距離をさし、火災面の測点か

らの立体角投射率と炎面の輻射熱から求めた輻射熱が 2050kcal/m2h となる距離である。 

遮蔽物がある場合の必要前面距離算定式は、(1)式のようになる（赤点枠が加わる）。 

 

--(1) 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                                 --(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3  形態係数（立体角投射率）モデル 

 

 

 

 

○同時延焼奥行Ｄ 

D＝104m 

○風下炎傾斜角θ 

θ＝tan－１（４・ｍ・ｎｎ・Ｄ／U２）         U＝風速 

○延焼速度比ｎｎ 

=（木造面積＋防火木造面積*0.8＋準耐火造面積*0.5＋耐火造面積*0.2）/全建築面積 

○災長Ｌ 

L=((0.024・L∞＋1.25)・ｍ・ｎｎー0.5）・D・B/(B+D・sinθ) 

ｍ：全建物建ぺい率、D：同時延焼奥行、B：風下火災正面幅=400m 

表 2.1 U と L∞の関係 

U(m/s) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

L∞（ｍ） 14 17 24 33 43 55 70 88 109 130 154

Ｂ ：火災正面幅(400m)     Ｎ：必要前面距離（仮定）＊ 

ｂ ：Ｂ／２（既知）     ｎ ：Ｎ・sinθ （仮定値 Nとθより） 

Ｌ ：炎長          a1 ：N・cosθ （仮定値 Nとθより） 

θ  ：風下炎傾斜角      a2 ：a1―L 

＊ ：(1)式、(2)式を満足するΦ(=0.0521)の Nを仮定により求める。 

hmKcalR 2/2050 　許容輻射受熱　　

　としている輝面率

　輻射放射熱　

5.0

/39350 2hmKcalE

Φ: 形態係数（立体角投射率）2050/39350=0.0521 

22

1

2222

1

22
tantanθsin

2

1
),,(

bn

a

bn

b

an

b

an

a
nbaf

n

b

an

b

an

n 1

22

1

22
tantanθcos

2

1

)),,2(),,1((2 nbafnbaf

図 2.3 のような火災面に対する角関係Φを導く

場合、立体角算出の基軸が火災面外の時と火災面

内の時とで、a2 の扱い方が変化する。基軸が火災

面外の時は、a2の高さをもつ面の角関係は、a1 の

高さをもつ角関係に対して負に傾き、基軸が火災

面内にある時 a2 の高さをもつ面の角関係は、a1
の高さをもつ角関係の内部に含まれ、計算上は（L
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③樹木の発火について 

1)発火限界値 

樹木の発火限界値について「都市における樹木の防火機能に関する研究1982 岩河」より、ま

とめた。 

 

表2.2 樹木の耐火限界輻射受熱-自然発火（無炎）の場合 

※常緑広葉樹は、一年を通して輻射熱の遮蔽を期待できる。 

 

2)輻射熱受熱量と前面距離の関係（参考） 

 浜田理論により、輻射受熱量と前面距離の関係を図化した（図2.4）。 

 建物構成比＝木造：防火木造：準耐火＝２：６：２、建ぺい率＝40%、風速＝8m/sの場合、火災

地からおおよそ20m程度離れていれば、樹木は発火しないことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4 輻射受熱量と前面距離の関係（浜田理論による結果） 

 

 

④樹林の遮蔽モデルの導入について 

 樹林の遮蔽モデルについては、樹林の詳細調査（樹種など）を実施していないため、今回（第

２回会議資料）の安全性検証のための計算では行っていない。 

 

 常緑広葉樹 落葉広葉樹 針葉樹 木材 

発火限界輻射受熱量 

Kcal/m2h 
13,400 13,900 12,000 4,000 

13,900 
12,000 
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※１参考資料「樹木の防火機能に関する研究」斎藤、岩河 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建設省建築研究所） 
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３ 輻射熱シミュレーションモデルの比較について 

①避難有効面積算定式 

以下の手法について比較を行い、現行手法の妥当性の確認を行う。 

1)浜田理論（現行手法） 

故 浜田稔 東京理科大学教授の理論による手法で、神奈川県大震火災避難対策計画（S46）

で採用されている。 

 

2)総プロ 

昭和 56 年建設省総合プロジェクト「都市防火対策手法」（以下「総プロ」）で提案されている手

法。 

 

3)簡便法 

改訂 都市防災実務ハンドブック「耐震に強い都市まちづくり・地区まちづくりの手引きで提

案されている方法。（推薦：国土交通省都市・地域整備局都市防災対策室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 各手法の必要前面距離 N の算定フロー 

 

 

 

・建ぺい率 

・市街地係数 

・同時炎上奥行Ｄ 

・風下炎傾斜角θ 

・炎長 L 

 

・建ぺい率 

・耐火率 

・建ぺい率 

・延焼速度比 

・同時延焼奥行Ｄ 

・風下炎傾斜角θ 

・炎長 L 

 

・立体角投射率（形態係数）φの計算 

必要前面距離Ｎの算定 

想定火災区域 

木造、防火木造、準耐火造、耐火造建築物面積

● 浜田理論        ● 総プロ                  ● 簡便法 

浜田理論と総プロは算定方法が異なる(表 4.1 参照)。 
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② 各手法の計算方法 

1)浜田理論 

(1)式と(4)式を連立させて必要前面距離 N について求める。 

               --(1) 

               

 

 

2)総プロ 

(2)式と(4)式を連立させて必要全面距離 N について求める。 

                --(2) 

 

 

 

立体角投射率（形態係数）φは以下の式で表される。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          --(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2 立体角投射率モデル 

 

 

 

 

 

 

Ｂ ：火災正面幅(400m)       Ｎ ：必要全面距離（仮定）＊ 

ｂ ：Ｂ/２（既知）        ｎ ：N×sinθ （仮定値 N とθより） 

Ｌ ：炎長（表５）        a1 ：N×cosθ （仮定値 N とθより） 

θ  ：風下炎傾斜角（表５）    a2 ：a1-L 

＊ (1)式、(4)式を満足するφを N の仮定により求める。 

：　市街地係数

火災前面補正係数　:

φER

)),,2(),,1((2 nbafnbafφ

hmKcalR 2/2050　許容輻射受熱　　

hmKcalE 2/39350　輻射放射熱　

φ: 立体角投射率（形態係数） 
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表 3.1 浜田理論と総プロの「炎の傾きθ」と「炎長 L」 

浜田理論 総プロ

同
時
延
焼
奥
行
Ｄ

D = V・t 

ここで V は延焼速度(441m/h)、t は 1 棟

が着火から焼落ちる迄の時間(0.235h)で

ある。 

D = 同時延焼奥行 104m 

D = min{50、1179・ 3+10}

：市街地係数=(1-0.6ｃ)・ｍ 

ｃ：耐火造建築面積/全建築面積 

ｍ：全建物建ぺい率 

D ：同時炎上奥行 

風
下
炎
傾
斜
角
θ

θ=tan-1(4・ｍ・ｎ・Ｄ/U2) 

U=風速(m/s) 

ｎ：延焼速度比 

=（木造面積＋防火木造面積*0.8＋準耐

火造面積*0.5＋耐火造面積*0.2）/全建築

面積 

θ=sin-1(2/U)0.2

(U=2m/s、θ=90°として設定) 

U=風速 

炎
長
Ｌ

L = （(0.024・L∞+1.25)・ｍ・ｎ-0.5）・

D・B/(B+D/sinθ) 

ｍ：全建物建ぺい率 

D：同時延焼奥行(m) 

B：風下火災正面幅=400m 

U = 8.0m/s のとき L∞ = 33m  

L = 4.7・β・（D3/U）0.2

β= 0.0133・（D-10）・（ -0.1）+3.981/D0.6

3) 簡便法

簡便法による必要前面距離 N は建ぺい率と耐火率により、以下の式により求める。 

N=m×(1.412-0.0082×c)+19.4 （最低距離 30m とする） 

N：必要前面距離（ｍ） 

m：建ぺい率（％：全建築面積/想定火災区域面積） 

c：耐火率（％：耐火造建築面積/全建築面積） 

図 3.3 簡便法の建ぺい率と必要前面距離の関係 

 建物構造について、浜田理論では延焼速度比として、木造、防火木造、準耐火造、耐火造が考

慮されているのに対して、総プロ、簡便法では、市街地係数として、耐火造だけが考慮されてい

る。

また、簡便法は、風速の項がない。 
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③各手法の比較

1)必要前面距離の比較 

以上の条件より、各手法の必要前面距離を求め比較した（風速 8m/s）。 

検討の対象は「７茅ヶ崎ゴルフ倶楽部、浜須賀小学校」(避難場所面積：265,417m2)とした。結

果を表 3.2 及び図 3.4 にまとめた。 

この結果、必要前面距離は、 

浜田理論 ＞ 総プロ ＞ 簡便法

の順になる傾向がある。

なお、この計算は、手法の比較のため遮蔽物による輻射熱遮蔽の計算は行っていない。

図 3.4 各手法の必要前面距離の比較 

表 3.2 必要前面距離算出結果 

想定火災
区域

正面 建物構成比(%) 建蔽率 必要前面距離(m)

幅 m 木造 防火木造 準耐火造 耐火造 % 浜田理論 総プロ 簡便法

1 130 43 52 5 0 35 72 68 68

2 400 34 64 2 0 40 142 88 75

3 150 32 52 16 0 38 75 70 68

4 311 26 72 1 0 34 85 76 67

5 400 30 66 4 1 36 93 81 69

6 400 32 63 6 0 31 86 67 62

7 400 30 68 2 0 35 87 79 68

8 160 31 69 0 0 36 76 74 71

9 125 9 91 0 0 37 71 71 72
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2)各手法の比較 

 茅ヶ崎市の広域避難場所の検討に使用する手法は、表 3.3 から総合的に評価すると浜田理論による

手法を採用することが妥当であると考えた。 

 

表 3.3 手法の比較 

項目 浜田理論 総プロ 簡便法 

神奈川県大震火災避難対策

計画（S46）との整合 
◎ × × 

建物構造 

木造、防火木造、準耐火造、耐

火造を評価 

◎ 

耐火造だけ評価

△ 

耐火造だけ評価 

△ 

風速 

炎の傾き、炎長が変わる 

(必要前面距離が変わる) 

〇 

△ 
評価していない

× 

安全性の評価 

（表 4.2 より） 

最も危険側 〇 

（計画上は、安全側） 
△ △ 

遮蔽物モデルの導入 可能 ◎ 可能 ◎ 不可 × 

計算式の簡便さ 
方程式を二分法による数値解

析によって解く 
〇 

方程式を二分法
による数値解析
によって解く 

〇 

２変数の一次方

程式により成り

立っているため

解くのは容易 

◎ 

避難場所の安全性 

検証実績 

東京都（特別区内）、横浜市な

ど 
不明 不明 

避難場所の安全性の検証手

法としての適用性 

（総合評価） 

◎ 〇 〇 
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４ 避難場所利用可能率について 

①使用可能面積 

 広域避難場所の使用可能面積は、輻射熱シミュレーション結果（土地利用面積）及び土地利用

別利用可能率により、以下の式により求める。 

使用可能面積＝Σ（安全面積の土地利用別面積×土地利用別利用可能率/100） 

＋1/4Σ（準安全面積の土地利用別面積×土地利用別利用可能率/100） 

 

②土地利用別利用可能率と考え方 

 

表 4.1 広域避難場所内の土地利用別の利用可能率 

土地利用 利用可能率設定の考え方 

利用

可能

率% 

小規模建築敷地 
小規模建築敷地（一般住宅）は、建物以外の空間（庭など）が小さく

避難場所に適していないことから 0%とする。 

0 

崖及び人工斜面 避難時の安全性を考慮して 0%とする。 

道路 

幹線道路は、震災時には通常より交通量が増すことが懸念されるた
め、広域避難場所内の道路は幅員 12m を目安として、これ以上の幅員
の道路を 0%、これ未満を 100％とする。 
なお広域避難場所の外周部分の道路は、含めない。 

工事中 
段差、重機、建築資材などに対する安全性の問題から、工事完了まで

の間は 0%とする。 

水域（河川、池、

プールなど） 

水深によって利用可能性はあるものの、冬季や夜間などの避難には適

していないため、一律 0%とする。 

砂防林(飛砂防備

保安林) 

海岸沿いの砂防林は、樹高が低く密集して植生していることから、現

状では人の侵入を妨げている。このことから 0%とする。 

鉄道用地 運転状況に限らず、夜間も含めて 0%とする。 

墓地 

墓地は、墓地区画と通路で構成されている。
墓地の避難場所としての利用は通路と墓地区画の墓石、墓誌、物置台
などを除く区域が可能で、墓石が地震によって転倒しないものとする
と墓地区画の約 1/2 が避難に利用できると想定して、茅ヶ崎市内の霊
園を選んで、利用可能率を算出した。利用可能率は、これを参考とし
て 40％とする。 

40 

建築物の周囲 

地震後の落下物を考慮して、建築物の周囲 2m の範囲において 50％と

する（建物周囲４方向の落下はないものと考え、２方向の落下を考慮

した）。 

50 

自動車駐車場 
時間帯にもよるが、公園や共同住宅などの駐車場の平均値として一律

50%とした。 

樹林 文献＊などから 50%とした。 

農用地 特に避難利用の障害となるものがないことから、100%とした。 100 

上下水道施設 公園などが上部に整備されている場合は、100%とする。 

＊「地震に強い都市づくり・地区まちづくりの手引き」都市防災実務ハンドブック編集委員会（平

成 17年 2月） 
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（３）輻射熱シミュレーション結果（安全性の確認）について 

1 安全性の判定方法 

 輻射熱シミュレーションによって作成した安全性検証図を用いて、広域避難場所内の輻射熱からの

安全性の判定を以下ように考えた。 

 

表 1 安全性の判定 

安全面積と準安全面積 安全性の判定 

①安全面積が確保されていないか、又は極端に小さい × 

②安全面積は確保されているが、準安全面積が多くを占める △ 

③準安全面積に対して、安全面積が多くを占める 〇 

④準安全面積がなく、安全面積だけが占めている ◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 安全面積と準安全面積 
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②安全性の判定結果 

 別冊に整理した安全性検証図から、安全性の判定結果を図 2 にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 現行広域避難場所及び候補地の安全性の判定結果 

 

※×△の判定については、安全性の観点から広域避難場所の候補地から除くこととした。 
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（４）その他 

 茅ヶ崎市防災会議 第３回専門委員会議の内容について 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市防災会議 第３回専門委員会議 

日時：平成２９年６月●日（●）●時●分から●時●分まで 

場所：茅ヶ崎市役所本庁舎４階 会議室● 

 

次 第（案） 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

（１）茅ヶ崎市防災会議 第２回専門委員会議の意見要旨について 

 

（２）広域避難場所の指定について 

 

（３）地区割り当てについて 

 

（４）広域避難場所の安全性の向上について 

 

（５）その他 

 

 

３ 閉会 
 


